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経営理念：「技術と心で幸せづくり」 

環 境 経 営 方 針 

ＥＡ２１の運用に際して、経営における課題とチャンスを踏まえて環境経営の継続的改善 

に取り組むための環境経営方針とし、下記に示して全従業員に周知する。 

 

 ・二酸化炭素排出量・削減の推進（自社における削減） 

事業所内の整理・整頓・清潔・清掃に留意します。事業活動に於ける電力・ガソリン・軽油な

どの削減による二酸化炭素排出量の低減に努めます。また、環境にやさしい整備を推進します。 

  

 

 ・廃棄物排出量・削減の推進 

事業所から出る廃棄物を軽減する努力をします。 

 

 

 ・総排水量・削減の推進 

事業所内で使用する使用水量の削減により、総排水量の削減に努めます。 

 

 

 ・環境にやさしい整備の推進（お客様における二酸化炭素の削減） 

自動車における燃費の向上による削減や、有害な排出ガスの削減を目ざし、環境にやさしい整

備を行うと共に、省資源のために、リサイクル自動車部品の使用を積極的に推進します。 

 

 

 ・環境関連法規制等の遵守 

環境関連法規制等を遵守します。 

 

 

 ・化学物質の管理 

化学物質の管理に努めます。 
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                              有限会社 平 成 自 動 車 
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会社概要 
 

商    号 有限会社  平成自動車  

  Heisei Jidosha 

   

所 在 地 554-0033 大阪市此花区北港 2丁目 4-80 

         

 TEL:06-6466-3001 FAX:06-6466-3003 
  

ホームページ http://j idosya.co.jp 
  

E メール heisei@j idosya.co.jp 
  

代表取締役 堀内  秀一   

 Hideichi Horiuchi  
   

環境管理責任者 伴  隆之   

 Takayuki ban 

  

社 員 数 ４０名   （令和 4年 12 月現在） 
  

床 面 積 1290 ㎡ （鈑金ライン 90 ㎡含む） 
  

事業内容 自動車の整備・車検、収納式可動バンパー開発販売 

 

 

 

登録の範囲と活動 

登録の範囲 有限会社  平成自動車  （全組織を範囲とする） 
   

 554-0033 大阪市此花区北港 2丁目 4-80 

         
  

登録の活動 自動車の整備・車検、収納式可動バンパー開発販売 
   

 

 

 

環境目標の責任・実施体制 

■ 令和 4 年度・責任体制 

ＥＡ代表責任者 代 表 取 締 役 堀 内 秀 一  

  Hideichi Horiuchi 

   

環境管理責任者 工 場 長 伴 隆 之  

  Takayuki Ban 

   

整  備  部 取 締 役 専 務 出 口 憲 一  

  Norikazu Deguchi 

   

業  務  部 取 締 役 常 務  古 本 雅 俊  

  Masatoshi Furumoto 

   

連絡担当者  尾 松 伸 也 

  Shinya Omatsu 

 

 
Hideichi Horiuchi 



環境経営目標とその実績 

■ 現状と活動状況、目標             各目標値は、前年度の実績から毎年１％削減する。 
 

年 間 総 量 
過去３年間の実績（各1月～12月集計） 令和元年度以降の目標値 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 

二酸化炭素排出量 

関西電力 

令和2年度排出係数値：

0.351Kg-CO2 

㎏-ＣＯ

２ 
80.21 80.18 78.97 

目標値は、前年度の実績から毎年１％削減す

る。 

  目標達成のための活動案 仕事の効率アップ 

廃棄物発生量 トン 5.05 6.84 4.99 
目標値は、前年度の実績から毎年１％削減す

る。 

  目標達成のための活動案 ゴミの分別 

水 使 用 量 ㎥ 758 873 914 
目標値は、前年度の実績から毎年１％削減す

る。 

  目標達成のための活動 推  進 

化学物質使用量 Kg 652.8 678.4 486.4 
目標値は、前年度の実績から毎年１％削減す

る。 

  目標達成のための活動案 推  進 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

環境経営計画 

■ 数値目標を達成するための取組（統括責任者：伴 隆之） 

□ 二酸化炭素排出量（省エネに関する取組） 

・社用車の定期的予防整備。 

・社内家電の見直しと、省エネ製品への買い換え。 

・廃棄物の分別と整理整頓による有価物の検証。 
 

□ 廃棄物の排出量（リサイクルに関する取組） 

・可燃物と産業廃棄物を整理し、廃棄物の量を意識的に縮小する。 

・リビルド部品、リサイクル部品の使用推奨。顧客に対してのメリットの共有。 

・廃棄物を有価物へ。リサイクルできる廃棄物の分別。 
 

□ 水使用量（節水の取組） 

 ・手洗い時の節水の徹底 

・洗車時の節水の徹底 
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□ 化学物質使用量の削減 

・有機溶剤等の保管・管理の徹底。 

・安全シート（SDS）により管理の徹底。 

 

■ その他の取り組み事項 

・自社開発した突入防止装置「収納式可動バンパー自動化」 

 （リンク式）」の国交省認可と量産。 

 

・自動化により、より多くのニーズにお応えできる。 

 （装置型式指定 03 シリーズ） 

  
                          

■ 環境経営目標と結果     令和 4年度（令和 4年 1月～令和 4年 12月）の結果、目標、達成度 

 結果 目標 達 成 度 

二酸化炭素 Kg-CO2 78.97 Kg-CO2 79.38 Kg-CO2 99％ 

廃棄物発生量 トン 4.99 ｔ 6.77 ｔ 74％ 

水 使 用 量 ㎥ 914 ㎥ 864 ㎥ 105％ 

化学物質使用量 Kg 486 Kg 671 Kg 72％ 

達成度は結果を 100％とする。(目標／結果とする) 

 

■ 評価と次年度の取組 

□ 二酸化炭素排出量：達成 

電気使用量が増加したが、燃料消費量が大幅に削減することができ目標達成できた。 

（CO2 に占める％：電気 3％増・燃料消費量 18％減） 

今後も二酸化炭素排出量の約半分を占める電力使用量、燃料消費量を中心とした削減に努め、

目標達成を図る。 

 

□ 廃棄物発生量：達成 

廃棄物分別徹底、廃棄物のリサイクル推進に取り組み、目標を達成する事ができた。 

今後もゴミの分別・リサイクル活動（中古品・リビルト品）に積極的に取組み、 

有価物としての取扱い種類を増やし継続的に目標達成を図る。 

 

 

□ 水使用量：未達成 

水使用量削減に努めたが、目標達成できなかった。 

節水のできる製品等があれば積極的導入に取り組み目標達成を図る 

 

□ 化学物質使用量：達成 

化学物質のリスクを適切に管理削減すると共に、リスクマネジメントにより 

理解を深め、目標達成を図る 

 

 

 

 

 

 

自動化（リンク式）収納式可動式バンパー 

 



 

■ 代表者による全体評価と見直し・指示 

 

今年度の業績は、前年より売上高の増加及び整備売上の増加で前年度を上回る結果となった。

環境経営活動においては、コロナ禍による活動自粛などの影響により、燃料などの使用量が

減りそれに伴って数値上の削減となっている。 

この状況が改善されることによって今後削減⽬標に対して増加傾向に向かうと思われるが、 

今後も早期入庫予約を推進し、工場稼働の平均化と効率化を図り、従業員の負担軽減を含め

た、環境負荷低減に取り組む必要がある 

 

環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

■ 適用となる主な環境関連法規   

主な適用法規等 該当する活動 

環境基本法 事業活動全般 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物の排出適正処理 

消防法 消火設備の設置、維持管理 

フロン回収破壊法 フロンガスの回収、特定製品(ｴｱｺﾝ)の定期点検 

地球温暖化対策推進法 事業活動全般 

自動車リサイクル法     使用済自動車の適正な処理 

道路運送車両法 道路運送車両法の不適合車を無くす 

資源有効利用促進法 再生資源及び再生部品の利用の促進を図る 

労働安全衛生法 健康診断（1回/年）実施 
 

■ 違反、訴訟等 

 環境関連法規への違反や訴訟はありません。なお、関係当局より違反等の指摘は、過去３年間 

ありません。消防法に基づく年次点検を実施済みで、法規の遵守状況をチェックし、問題はあり 

ません。 

以 上 


